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午後３時58分開議 

 

○委員長（小坂さとみ君） ただいまから保健消防委員会を開きます。 

 なお、野島委員より、欠席する旨の連絡が入っておりますので、御了承願います。 

 本日審査を行います案件は、議案１件です。進め方の順序に従って、進めてまいります。 

 

議案第154号審査 

○委員長（小坂さとみ君） それでは、案件審査を行います。 

 初めに、議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所管についてを議

題といたします。 

 委員の皆様は、サイドブックスのしおり１番、保健福祉局の議案説明資料をお開きください。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。保健福祉局次長。 

○保健福祉局次長 保健福祉局です。 

 議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所管について御説明いたし

ます。 

 保健福祉局議案説明資料の３ページをお願いいたします。 

 価格高騰重点支援給付金、追加給付についてです。座って説明させていただきます。 

 １、補正理由ですが、電力、ガス、食料品等の生活必需品の物価上昇により、特に低所得世

帯で大きな影響が出ている状況に対応するため、国において、重点支援地方交付金の低所得世

帯支援枠が追加的に拡大されたことに伴い、必要な経費を補正するものです。また、併せて全

額繰越明許を設定いたします。 

 ２、補正予算ですが、79億6,400万円で、財源は全額国庫支出金です。 

 ３、事業概要ですが、物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割

非課税世帯に対し、一世帯当たり７万円の現金を支給するものです。 

 本年夏にも、同様の一世帯当たり３万円の給付金を支給しておりましたが、物価高騰の状況

の改善が見られないため、追加的に給付を行います。 

 まず、（１）対象者ですが、基準日である令和５年12月１日において、本市に住民登録があ

り、同一の世帯に属する方、全員の令和５年度分住民税均等割が非課税である世帯であり、約

10万9,000世帯を見込んでおります。前回の給付金を受け取られた世帯へは、３万円への支給

時と同様、行政からのプッシュ型での支給を予定しております。 

 なお、同一世帯に、令和５年１月２日以降に本市に転入した方がいる場合は、申請が必要と

なります。 

 次に、（２）支給額ですが、１世帯当たり７万円となります。 

 最後に、（３）今後の予定ですが、ア、支給案内送付は、令和６年１月下旬を予定しており

ます。イ、申請受付開始は、令和６年２月からを予定しており、ウ、申請受付期限は、令和６

年４月30日までとなっております。 

 なお、支給につきましては、令和６年２月中旬からを順次予定しておりましたが、その後、

関係機関との調整を図りまして、１月下旬から順次に前倒しできる見込みとなりましたので、

その準備を現在進めておるところでございます。 
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 価格高騰重点支援給付金、追加給付についての説明は、以上です。 

 

○委員長（小坂さとみ君） 高齢障害部長。 

○高齢障害部長 高齢障害部でございます。失礼して、座って説明をさせていただきます。 

 資料は、５ページをお願いいたします。 

 高齢・障害事業所等に対する物価高騰対策支援事業についてでございます。 

 まず初めに、１、補正理由ですが、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けてい

る高齢・障害事業所等に対し、光熱費等の負担増に対する支援金を支給するための経費を補正

するものです。また、併せて全額繰越明許を設定いたします。 

 次に、２の補正予算額ですが、6,300万円で、財源は全額国庫支出金です。 

 ３の事業概要（１）、対象事業所ですが、訪問事業所等約1,600か所です。 

 なお、特別養護老人ホーム等の入所施設、デイサービス等の通所事業所、約1,000か所につ

きましては、千葉県が実施主体となって支給をいたします。 

 また、生活支援ハウス、通所リハビリテーション等の一部入所・通所事業所、助産所につき

ましては、本市が支給をいたします。 

 （２）支給額等ですが、光熱費、食材費、車両燃料費について支援金を支給いたします。 

 アの訪問事業所、助産所につきましては、１事業所当たり１万7,000円に加え、所有車両１

台当たり6,000円を支給いたします。なお、訪問入浴事業所につきましては、所有車両１台当

たりの支給額を２万7,000円といたします。 

 イの入所施設は、定員１名当たり１万7,000円を支給いたします。ウの通所事業所は、１事

業所当たり21万円、18人以下の小規模事業所は８万円を支給いたします。 

 （３）支給額の考え方ですが、事業所への運営費調査の結果に基づきまして、物価上昇率等

を勘案して、影響額を算出してございます。 

 最後に、４、今後の予定でございますけれども、令和６年１月から各事業所への周知、申請

受付を開始し、２月から支給決定及び各事業所への支給を予定しております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） それでは、一問一答でお願いをいたします。 

 初めに、価格高騰の重点支援給付金ですけれども、今回10万9,000世帯という対象でありま

すが、前回３万円、これ給付していたときよりどれくらい増加していくのかということと、前

回マイナンバーで受取口座を、支給された方というのはどれくらいいらっしゃるのかお聞かせ

いただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 まず、１点目の前回３万円支給時の支給者数につきましては、約10万7,000世帯でございま

した。今回の追加給付におきましては、約10万9,000世帯を見込んでおりますので、約2,000世

帯の増加が見込まれるところでございます。 

 ２点目のマイナンバーの口座登録というところでございますけれども、前回３万円の支給時
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には、約2,700人の方がマイナンバーの公金受取口座を利用して受給されております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 要するに、支給のタイミングですけれども、マイナンバーと例えばそ

うじゃない方の差異というのはあるんでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 今回、前回の３万円のときからでございますけれども、千葉市で口座の情報を保有している

方につきましては、プッシュ型で通知をさせていただきまして、その後、手続なしに振込とさ

せていただいております。 

 こちらが今回、約９万7,000世帯の方につきましては、手続なしに振込をさせていただく予

定でございます。その他の公金受取口座の利用を希望される方は、確認書の返送が必要な方、

あるいは申請が必要な方となりますので、それらの方につきましては、希望がありましたらマ

イナンバーの公金受取口座を確認させていただいた上で、支給をさせていただくところでござ

います。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） マイナンバーを登録していなくても、今までの口座でやれるというこ

とですよね。他方、今報道でもいろいろ出ていますけれども、要するに12月で見越して、もう

いろいろ準備して、支給している自治体というのは報道ベースでも出ているんですが、実際問

題、政令市だとか県内自治体で、そういう取組が進んでいる自治体というのはどこなのかとい

うのは、把握していますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 現時点で把握しておりますのは、政令市では、名古屋市が生活保護受給世帯を対象として、

年内支給を予定しております。県内市におきましては、八街市、四街道市、佐倉市の３市が年

内支給を予定されていると聞いております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 他都市でやれているという部分は、我が市と違う取組として、どうい

ったことが考えられるんでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 個々の状況まで詳細には把握しているわけではございませんけれども、ですので、比較は困

難なところでございますが、現在、事前に実施可能な準備を進めておりますところで、この補

正予算の議決が得られました後、速やかに委託事業者との契約を行いまして、一日も早い支援

が届けられるように、努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 低所得世帯の皆様が、年末がいろいろ大変だというお声が多く来てい
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ますので、それこそ本当に一日でも早く、２月の、先ほどのやつが１月になってきたという中

でありますけれども、一日も早い支給をお願いしたいと思います。 

 もう一つの高齢・障害事業者等に対する物価高騰対策支援事業ですけれども、1,600か所と

いうことでございますが、これは前回支給している中でそのときの効果と、その申請率という

のはどういう状況になっているのか、お答えいただけますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 介護保険事業課長。 

○介護保険事業課長 介護保険事業課です。 

 初めに、支援の効果ですが、支援を行った事業者からは物価が高騰する中、支援策を講じて

いただきありがたい等の感謝の言葉をいただいており、支援の効果はあったと考えております。 

 また、令和５年度上半期の申請率ですが78.4％です。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） そうしますと、残りの分というのは、要するにこういう施策を知らな

いで申請しなかったという、その辺の理由というのは、どういうふうに把握されていらっしゃ

いますか。 

○委員長（小坂さとみ君） 介護保険事業課長。 

○介護保険事業課長 残りの事業者についてなんですけれども、どうしてしなかったかという

のは、詳細は把握しておりませんが、申請していない事業所に電話で個別に申請を促すという

ことを今回しておりまして、そういった中では、支給額に比べて手続に手間がかかること、あ

るいは、訪問看護事業所等においては、介護サービスの提供実績がないことなどの理由により、

申請に至らなかったというようなことを確認しております。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 手間がかかる、なかなか事業所さんも人手不足で大変な部分はあるん

でしょうけれども、いわゆるその申請手続だとか、できる限り簡素化して、多くの事業所さん

にちゃんとこの物価高騰の支援金をお届けしたいというふうにしていただきたいと思いますが、

その取組についていかがですか。 

○委員長（小坂さとみ君） 介護保険事業課長。 

○介護保険事業課長 介護保険事業課です。 

 今回は、上半期に申請があった事業所につきましては、その前回の申請内容をこちらで入力、

記載しました書類を送付しまして、その書類の確認を向こうで行ってもらって返送してもらう

ことで、簡易な申請とすることを考えております。それで事業者の負担軽減を図っていこうと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） できる限り今、工夫もされているということが分かりましたので、多

くの事業者の皆様方に、せっかくこの補正予算があっても使われないということがないように

お願いをしたいのと、価格の７万円については、本当にとにかく一日も早く支給をしていただ

くべく努力をお願いをしたいなということを申し上げて、終わりたいと思います。 

 以上です。 
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○委員長（小坂さとみ君） ありがとうございます。伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 一問一答でお願いいたします。 

 最初の議案第154号、価格高騰重点支援給付金追加分ですけれども、このことについて確認

させてもらえたら思います。 

 先ほども、ほかの委員の方からもお話がありました。実際に今回の給付は、11月の終わりぐ

らいにまず閣議決定がなされて、12月１日を基準日として、支給開始していきますよというも

のだというふうに認識しています。 

 国のほうとかでは、３万円給付、夏の頃にあった３万円給付、これは基準日が６月１日だっ

たと思うので、半年のその基準日の間隔、基準日が異なるんですけれども、実際にどれだけ住

民の方が、世帯構成が変わっているのかというのは、ちょっとよく分からないところもありま

すけれども、実際にやっぱり早急に支給していくということを考えるならば、やはり３万円の

ときのシステムを活用し、閣議決定がなされてこの間の間に、準備を進めていくことも可能だ

ったんじゃないのかなとは思います。 

 ほかの板橋区なんかは、一応12月１日時点の基準日等で、12月18日の前回の３万円の給付が

完了している世帯については、今月の末ぐらいには、もう支給しますというようなところもあ

ると。やっぱり自治体間によって取組のスピードが全然違うのかなと感じておりますけれども、

決して、本市の取組を全て否定するわけではないですが、やはり準備の進め方がちょっとそれ

ぞれ異なるのかなとは思いますけれども、本市におけるこの段取りというか、スピード感とい

うのは、実際にほかのところとも、できているところとできていないところがあるというふう

に考えると、ほかの他自治体と同列でスタートしていっているのが千葉市なのかと思いますが、

もう少し早く進めていくためには、今後どういった課題とかお考えなのか。もし、今の段階で

御説明できるところがあれば、教えていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 他自治体で、早い、今月中の給付を開始するところの状況について、詳細を把握しているわ

けではございませんけれども、一部では、この事前の手続にかかる事務費の対応等で、その辺

の措置を早くして進めたというふうに聞いておるところもございます。 

 そういった工夫の仕方につきましては、他都市も参考にしながら、今後進めていく必要があ

ると考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ちょっと繰り返しになるかもしれませんけど、このことでもう一度確

認したいのは、仮にこの３万円給付したときの皆さんが把握しているところに、支給を先に、

先行的にやろうとすると、どういった弊害というか、課題がやっぱりあるんでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 今回、国のほうからは、12月１日を基準日とすることを原則としますけれども、それ以前の

基準日、３万円の基準日等において、対象だった方に先行給付をすることも可能という通知を

出しております。 
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 このような形で支給する自治体もございますけれども、その場合、最終的に12月１日時点の

対象者というものを確認した上で、改めて対象となった方には支給する必要がございます。 

 一方で、前回支給した方のうち、12月１日の新たな基準日において対象外となってしまう世

帯もございます。そういった場合には、先行給付して、一旦は支給したもののその後、返還を

求めなければいけないことも考えられます。そういったこともございまして、本市といたしま

しては、そういった形での先行給付は検討をしなかったということがございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 分かればでいいんですけれども、要は６月の時点と12月の時点で、対

象外となる方というのはどれぐらいいらっしゃるのかというのは、今は分からないんですか。

これからやっぱり調べないと分からないので、その手間というか、要はその作業を省く上でも

来年の１月、なんとか頑張って終わり、やっていきたいよというお考えで進めているというこ

とで、よろしいですか。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 委員おっしゃるとおり、12月１日の基準日のデータをこれから活用しまして、そこに最新の

課税情報、こちらを統合する形で12月１日の対象世帯を確定させて、それらの対象の方に、支

給の御案内をさせていただくという手順となってまいります。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。 

 この件の最後にしますけれども、これから確約書とかいろいろと手続が始まってくる中で、

届いた、届かないって必ずやっぱり出てくる話だと思うんです。その際に、例えば相談センタ

ーとか、そういったところは立ち上げる予定なのか。または、どこに確認をしていけばいいの

かということは、お考えはもうまとまっているのか、これだけ最後確認させてください。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 これまで行ってまいりました給付金におきましても、コールセンターの設置をさせていただ

いております。こちらでお問合せに対してお答えすることと併せまして、これまで申請期間中

につきましては、窓口を各区に設置もさせていただいております。今回も窓口を設置させてい

ただいて、そこで御相談に乗らせていただくということを考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 承知しました。 

 本当に国の対策というか、国の支援策として急遽現れた感というのが、地方自治体とすれば

すごく、もう少し丁寧に進めてほしかったなというのが正直なところかとは思いますけれども、

これだけやっぱり物価の変動が非常に多いということと、非課税世帯への対応ということがや

はり求められている部分もありますので、本当に皆様には、大変にお世話になるところがたく

さんありますけれども、少しでも早く、いずれにしても順次、通知を出していくわけですから、

早く出せるところはどんどん出していきながら、順次、必要な皆さんに届けられるような対応
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を図っていただければと思いますので、どうか事故なく進めていただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） 一問一答で幾つかお聞かせください。 

 前回の３万円のときは、大体その対象者の９割くらいの方が、納付率というか、申請して大

体９割くらいだというふうに聞いております。また、日付、申請期間を過ぎてしまうと、その

後気づいたりしたものに関しては、給付ができなかったというふうには聞いているんですけれ

ども、現実的にその残りの10％ぐらいの人というのは、どういうような人だったかというのは、

分析していれば教えてください。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 これまで数度、この非課税世帯向けの給付金をさせていただいております。その中で、私ど

も対象世帯の抽出に当たっては、課税情報から対象となる世帯を見込んで発出しておりますけ

れども、主に、市外にお住まいの扶養者の方から扶養を受けておられる方、これらの方は対象

外となります。ただ、私どもが発送する際にその情報がございませんので、一度送らせていた

だいておりますが、対象とならない、支給要件に該当しないと確認された方は、返送等の手続

をしないで受給されないという方が一定数おられると思います。 

 割合につきましては、把握できない状況でございますけれども、そういった他世帯からの扶

養の世帯が一定数あるというふうに考えてございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。 

 例えば、高齢者施設なんかだと、高齢者施設に入っている場合は、住民票が移転しないでそ

のもの自体が本人に届いていなかったりとか、あとは、それを認知できないような状況という

ことも考えられますが、そういう場合というのは、本人が認知的に申請できない場合というの

は、これの申請というのはできないものなのか、どういうような申請方法があるかとか、分か

れば教えてください。 

○委員長（小坂さとみ君） 不正受給対策室長。 

○不正受給対策室長 保護課でございます。 

 施設等に入所をされている方で、また、そういった認知の状態におられる方、そういった方

もおられると思います。本市といたしましては、こちらから確認書は発送させていただいて、

返送のない場合等に、申請期限の１か月前を目安に、申請のさらに勧奨をさせていただいてお

ります。その際に、市内の高齢者施設等に対しましても御協力のお願いをしております。入所

されている方で、そういった封書等が届いている方で、まだ手続をされていない方がいらっし

ゃった場合は、その手続の支援の協力をいただきたいという旨のお願いをさせていただいてい

るところでございます。 

 これまでもそういった形での勧奨のお願いをしまして、一定その後の反応等がございました。 

 今後、今回の７万円の給付に関しても、そういった形での御協力のお願いをさせていただき

たいと考えております。 

 以上でございます。 
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○委員長（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。 

 ９割以上の方が納付されているということなので、一定程度は、安心してはいるんですけれ

ども、ただやっぱり、少数の方でも受け取れなかった方がいたりとか、これに関しては期日を

過ぎてしまうと、そこで申請してもらえなくなってしまうということもあると聞いていますの

で、そういうところは慎重に対応していただくことをお願いいたしまして、賛意を表したいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに。渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） １つお伺いしたいんですけれども、高齢・障害事業所とかに対する物

価高騰対策支援事業について、先ほど椛澤委員の質問に対して、前回申請した事業所に対して

は、記入した上で書面をお送りしているということだったんですけれども、これは、プッシュ

型での給付というのは、検討されなかったのでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 介護保険事業課長。 

○介護保険事業課長 介護保険事業課です。 

 プッシュ型についても検討したんですけれども、申請書が今回、支援金ということで申請書

が必要ということになりました。あと、新規申請の方の場合には、添付書類とかも必要になり

ますので、そういったことを勘案して、その上でなるべく手間を省くようにこちらのほうで記

載して、申請書を送るような形を取りました。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 

 申請書というのは、どうしても紙じゃないといけないものなんでしょうか。 

○委員長（小坂さとみ君） 介護保険事業課長。 

○介護保険事業課長 電子申請をというような御質問かなと思うんですけれども、実は、令和

４年度に実施したときには、電子申請と紙申請と両方行った経緯がありました。ですが、電子

申請の場合は、車検証等を電子ファイル化する必要があったことなどから、ＩＴを若干苦手と

する方がいらっしゃったようで、電子申請を避けて、分かりやすい郵送による申請がほとんど

であったことから、令和５年度の上半期実施に当たっては、郵送申請のみとしたところです。 

 その結果、申請率が前回より20ポイント上がったことから、引き続き、郵送による申請で行

う予定としております。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊議員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 

 できれば申請書に必要、分からないんですけれども、前回も申請してもらって給付している

わけですから、既に前回申請した事業所については、このまま今回もプッシュ型でも問題がな

かったんじゃないかなと思うんですけれども、それはやはり、所有車両の台数の変更とかがあ

るということも考えてということですかね。 

○委員長（小坂さとみ君） 介護保険事業課長。 
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○介護保険事業課長 介護保険事業課です。 

 プッシュ型というと、申請書なしで振り込んでしまうというようなことだと思いますけれど

も、今回やはり支援金ということで、申請書を必ず必要とするというような整理になりました

ので、ちょっとプッシュ型は採用ができませんでした。 

 以上です。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。 

 分かりました。支援金の場合は、申請書が必要というような決まりになっているという理解

でよろしいですか。 

○委員長（小坂さとみ君） 障害福祉サービス課長。 

○障害福祉サービス課長 障害福祉サービス課です。 

 今回の支援金の申請に当たりまして、先ほどプッシュ型というお話で、私どものほうでは、

以前申請していただいた事業者の方には、以前の記載の内容を付して送っているところです。

ただ、委員のおっしゃったように、車両が１台から２台に変わっているところもありますので、

そういうところは随時訂正していただかないと、単価に反映していきますので、そこを確認し

た上で返送してもらわないと、支援金の額が確定できないために、書類で提出していただいて

いるというような形です。 

 以上でございます。 

○委員長（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 理解できました。ありがとうございます。 

 今回難しいにしても、やはりなるべく事業所への負担というのを少なくするためにも、今後

できる状況であれば、プッシュ型も検討していただきたいというようには思いますけれども、

理解いたしました。ありがとうございます。 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御質疑等ございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（小坂さとみ君） ほかに御発言がなければ、採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所管を

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○委員長（小坂さとみ君） 賛成全員、よって、議案第154号は原案のとおり可決されました。 

 以上で保健消防委員会を終了いたします。御苦労さまでした。 

 

午後４時28分散会 

 


